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はじめに

平成２６年８月、当時、県立高等学校１年に在籍していた男子生徒が、自

宅において縊首している状態で発見され、その後死亡するに至ったという事

案が起きた。

当該事案については、平成２７年１２月から平成２９年３月までの間に鹿

児島県教育委員会が設置した鹿児島県いじめ調査委員会がいじめ防止対策推

進法第２８条第１項に基づき行った調査の結果について、平成３０年６月か

ら平成３１年３月までの間に知事部局が設置した鹿児島県いじめ再調査委員

会が同法第３０条第２項に基づき再調査を行った。

再調査委員会の調査結果や提言を踏まえ、鹿児島県は、令和元年１１月に

知事と教育委員会で構成する鹿児島県総合教育会議の下に、有識者から成る

いじめ再調査に係る再発防止策等検討会を設置し、再発防止策等を検討する

こととした。

本検討会では、再調査委員会の調査報告書を踏まえ、同法や文部科学省の

いじめの防止等のための基本的な方針、いじめの重大事態の調査に関するガ

イドライン、子供の自殺が起きたときの背景調査の指針などに基づき、いじ

めの防止等のための対策や、同法２８条第１項の重大事態の発生防止策及び

重大事態が発生した後の学校等の対応、いじめ調査委員会の調査体制や調査

方法等の検証を踏まえた調査のあり方、いじめの防止等のための対策の今後

の検証の方法について検討を行い、提言としてとりまとめた。

その結果、再調査委員会の調査報告書で認定された事実に基づき実効ある

再発防止策等を提言するためには、再調査委員会の調査報告書において報告

されている内容・趣旨を改めて確認することと、本検討会の問題認識や考え

を詳しく説明する必要があるとの考えから、冒頭にて再発防止策等の前提と

して重要視する「いじめの定義の理解と共通認識の重要性」について述べる

構成をとり、各再発防止策等についてもその提言の趣旨を詳細に説明する形

式とした。

本提言は、民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の目

的とするものではなく、今後の学校や教育委員会におけるいじめ防止等への

取り組みや、児童生徒やその保護者などへの対応について、実効性のある再

発防止策となるよう検討を重ねた結果を取りまとめたものである。

本検討会としては、今後、学校や教育委員会において、再調査委員会の調

査結果や提言、また、本提言を踏まえた再発防止策等に早期に取り組むとと

もに、法令、指針、ガイドライン等に基づき、児童生徒や保護者に寄り添っ

た対応を行っていただくことを求めたい。

令和３年３月２９日 いじめ再調査に係る再発防止策等検討会
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（前提）いじめの定義の理解と共通認識の重要性

いじめの未然防止・早期発見対応・重大事態発生後の対応など、すべて

の局面において基本となることは、いじめについての正しい理解と共通認

識をもつことである。

いじめ防止対策推進法（以下「法」という。）においては、その目的と

して、「いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵

害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみな

らず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであ

ることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等のための対

策を総合的かつ効果的に推進すること」とされている。いじめの定義にお

いては、「当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」

とされているところであり、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判

断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた児童生徒の立場に立

つことが必要である。

鹿児島県いじめ再調査委員会（以下「再調査委員会」という。）の調査

報告書（以下「再調査報告書」という。）においては、再調査委員会が調

査を行った事案（以下「当該事案」という。）に対して「いじり」や「か

らかい」があったという元生徒らの回答や供述が多数存在するものの、そ

のうちの大多数が「いじめ」ではなかったと回答・供述していたことが報

告されている。そしてその中には、学校内にはもっと酷いものもあったし、

本人も逆にいじったりからかったりしていたのだから、心理的苦痛を受け

ていなかったと考える元生徒もいれば、心理的苦痛を受けたであろうこと

は認識しつつも、「いじめ」と言われるほど酷いものではなかったと考え

る元生徒もいたと指摘されている。

また、再調査報告書では、本件のように人によっては心理的苦痛を感じ

ないような態様のいじめは、それぞれに個性を持つ生徒の集団で形成され

ている学校においては、どの学級でもどの学校でも不可避的に起こるいじ

めであるとした上で、生徒たちからすれば、「自分が他の生徒をいじめた」

「他の生徒のいじめを見過ごした」とは認めたくない気持ちから、「いじ

め」を狭く捉えがちであることが指摘されている。同時に、学校や教職員

側にも、「いじめをなくす＝いじめ認知件数を減らす」という発想からか、

不可避的に生じるいじめを「いじめ」と捉えようとせずに、いじめを狭く

捉えてしまっている教職員が存在したことが指摘されている。

そこからは、自身の行為によって「相手がどのような心身の苦痛を感じ

ているか（その可能性があるか）」という視点ではなく、「自分が当該行為
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を『いじめ』だと思うか否か」によって「いじめ」の有無が判断され得る

可能性が見出される。そのような認識が前提にあると、いじめの未然防止

や早期発見対応が難しくなることはもちろんのこと、関係者の認識されて

いないところで重大事態へと発展していく危険性があり、重大事態が発生

してしまった後の調査においても、そこに至るまでの実態の正確な把握が

難しくなる可能性がある。

また、「あれは『いじめ』だったとは思っていない」という心情は、自

分たちのあり方を反省し重大事態から真摯に学ぶことも妨げてしまう危険

性がある。

したがって、いじめの未然防止・早期発見対応・重大事態発生後の対応

にわたるすべての局面において、いじめについての正しい理解と共通認識

がなされていることは極めて重要である。

また、「いじめ」という言葉を使用して教育や対応を行うことが、かえ

って「いじめ」に該当するか否かを判定することの方に意識が向いてしま

ったり、「いじめ」に該当する事象のみに焦点があてられ、その温床や要

因となっている問題への着目を妨げてしまったりと、「いじめ」を狭く捉

えてしまう要因ともなり得ることに対する留意が必要である。そこで、本

提言では、学校や教職員はもちろんのこと、児童生徒、保護者、地域住民、

教育行政に携わる者等、すべての関係者が特に以下の点についての認識を

重視する必要性を指摘する。

・いじめはどの学校でもどの学級でも不可避的に起こるものである。

・いじりやからかいでも心の大きな傷となりうる

・いじめを受ける側は平気を装わなければならない状況に置かれている可

能性がある（表面的には問題と見えづらい。本人は平気・平静を装い認

めないかもしれない。）

・学校は、本人が嫌だと感じることを言うことができ、相談することが

できる場であることが必要である

・個性は多様であることを共通理解し、多様な個性に着目できることが

必要である

・いじめは見えづらい、気づきづらいものであり、だからこそ見ようとす

ること、気づこうとすることが必要である

・いじめかどうかは児童等の主観、「苦痛を感じているかどうか」という

視点で把握しようとすることが必要である

・我々は「いじめ」だと認めたくない気持ちになることを常に自覚し、そ

の危険性を認識しておくことが必要である
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第１ いじめの防止等のための対策及び重大事態の発生防止策

１．学習機会の質的充実

児童生徒が「いじめ」の定義や問題の難しさについて学習する機会を

質的に充実させていくことは、いじめの未然防止としてはもちろんのこ

と、早期発見対応を可能にする上でも極めて重要である。

現在県下の学校では、道徳教育、人権教育をはじめ、いじめ問題を考

える週間の中でのＬＨＲ、学活、外部講師による講話、いじめ防止子ど

もサミットなど、様々な側面からいじめ問題について学習する機会を設

定し、実践がなされている。その一方で、子どもたちへの聴き取りやア

ンケートからは、そういった取り組みが学校で実際になされているとい

う認識はされているが、その内容が不十分であると感じられていたり、

あまり学校や教師が熱心にいじめ問題に取り組んでいるとは感じられな

いと認識されていたりする実態もあることが確認された。

そこで本検討会では、現在数多くなされている様々な学習機会におけ

るさらなる学習の質的な充実を求める。その際に、再調査報告書におい

て指摘・提言されている内容と、本検討会が実施した聴き取りにおいて

子どもたちが有効だと感じたり求めたりしていることが確認された学習

内容から、以下の（１）から（４）の４点の学習・指導の質的な充実が

各学校単位で実行されることを特に強く求める。

（１）「いじめ」の定義や問題の難しさに関する学習

再調査報告書においては、当該事案のいじめの特徴は、「暴力を伴

うような誰が見ても明らかにいじめだと認識しやすいいじめではな

く、『いじり』や『からかい』といった遊びの延長線上のようないじ

めであるので、いじめと認識しにくい点である」と述べている。そし

て、「元生徒らに対するアンケートにおいても個別聴き取り調査にお

いても、『いじり』や『からかい』があったという回答や供述は多数

存在するものの、そのうちの大多数が『いじめ』ではなかったと回答

・供述している」ことが報告されており、「悪戯や遊びの延長だった

という回答・供述が少なくない」ことが報告されている。この点につ

いて、「人それぞれに感じ方や考え方が違うということに思い至れて

おらず、他の生徒は感じ取っていたＸ君の心理的苦痛を感じ取ること

ができていない」者と、「心理的苦痛を受けたであろうことは認識し

つつも、『いじめ』と言われるほど酷いものではなかったと考える」

者の大きく２つに分れるとの見解を示している。
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当該事案のような、人によっては心理的苦痛を感じないような態様

のいじめは、それぞれに個性を持つ生徒の集団で形成されている学校

においては、どの学級でもどの学校でも不可避的に起こるいじめであ

るといえる。そのため、人によって心理的苦痛の感じ方は異なり、い

じめは「当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているも

の」であるという、相手の主観によってとらえることの重要性を理解

していなければ、心理的苦痛を感じている者に気づくことができない

だけでなく、「自分が他の生徒をいじめた」「他の生徒のいじめを見

過ごした」とは認めたくない気持ちから、「いじめ」を狭く捉えがち

であるという点に重要な問題がある。

したがって、「いじめは良くないこと」「いじめは悪いこと」「いじ

めをするのは絶対にやめましょう」といった学習は防止上必要ではあ

るが、同時にいじめについての本来の理解に至らない危険性も有して

いることに大人・教師は自覚的である必要がある。なぜなら、「悪い

こと」であることが強調されればされるほど、「悪いこと」として学

ばれれば学ばれるほど、児童生徒等は「いじり」や「からかい」を「『い

じめ』と呼ぶ程ひどいことではない」と思うようになる可能性がある

とともに、それを受けている児童生徒本人がそれを「嫌だ」と言い出

しづらく、違和感を覚えた周りの児童生徒等も教師には相談しづらく、

結果的にいじめの認知が困難になる危険性があるからである。

また、「『いじめ』と呼ぶ程ひどいことではない」と思っている状

況のもとでは、自身の感じている心理的苦痛や他者が感じているかも

しれないと気づいた心理苦痛を訴えることは難しく、いくらアンケー

ト調査による実態把握を行っても、児童生徒等から正確な実態に関す

る回答や情報を得ることができない。

そのため、「一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物

理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含

む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じ

ているものをいう」といういじめの定義を正しく理解できる学習機会

が重要である。具体的にいえば、いじめはどこでも誰にでも起こりう

るものであるという前提を理解し、自分の言動が相手をどのような気

持ちにしているかを考えられること、心理的な苦痛を感じているが声

をあげられずに我慢している人がいるかもしれないと想像できるこ

と、「おかしいな」「大丈夫かな」と友達を心配に思っていても教師

に相談しづらい人がいるかもしれないことに思い至ることなどができ

- 5 -



る力や認識を育むことのできる学習機会の質的充実を求める。

また、自分が感じた嫌なことを周りの目を気にせずに訴えることの

重要性や、「おかしいな」「大丈夫かな」と心配に思った際にそれを

きちんと問題とできることの重要性を理解し行動できるようになるう

えでも、「いじめ」の定義を十分に理解する学習機会を保障すること

を求める。

加えて、現実にいじめを防いだり解決したりすることには様々な難

しさがあることについて向き合い、相互理解を深める学習も重要であ

る。子どもたちへの聴き取りからは、「いじめ」の定義を正確に学習

する機会を充実させてもらいたいとの意見や、いじめの問題は難しい

からこそひとりひとりが向き合わなければならないという意識を育ん

だり、児童生徒同士、児童生徒と教職員がお互いを知り理解を深めあ

う対話や共同活動の機会を充実させたりしていく必要性などが提案さ

れた。

学校・教職員には、まずは以上の点を十分に理解することを求める。

そのうえで、「いじめ」の定義や問題の難しさについて学習する機会

の質的充実に取り組んでいくことを求める。加えて、他の人は平気で

あっても、されている人は心理的苦痛を受けているといった際に、具

体的にどのような行動をとれば良いかについて考えたり学んだりする

学習機会の充実も求める。

また、教育委員会には、教職員が上記内容を適切に理解できる研修

の機会の提供はもちろんのこと、児童生徒同士、児童生徒と教職員が

お互いを知り理解を深めあう対話や共同活動の機会充実に関する県内

外の取り組み事例を収集し提供するなど、それらを担う教職員の専門

性を高める学習機会の保障とその充実を求める。

（２）多様な個性に着目できるようになる学習

いじめの問題は、「いじめは悪いこと」と思っていれば防止できた

り解決できたりするようなものではない。自分の言葉や行動が思って

もいない形で相手に受け止められているかもしれないことや、物事の

とらえ方は人によって異なっていることなど、人間理解を深める学習

や、多様な個性に着目することのできる人間関係や文化を育む学習や

機会が、小学校段階から丁寧に積み重ねられていくことが重要である。

そうすることで、いじめられた側も「嫌だ」と声をあげやすく、周り

の児童生徒等も止めたり教師に相談したりしやすくなると考えられ
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る。

再調査報告書においては、個性の異なる生徒が大勢集まった学校集

団においては、不可避的に意見対立が生じるし、誰かが悪気もなくし

たことが他の誰かを傷付けるということも生じうることが指摘されて

いる。そして、個々の生徒を無視して、学校や学年、あるいはクラス

全体としての方向や決まり、あるいは雰囲気が固まってしまうと、こ

れに合わない生徒はずっと我慢を強いられ、息苦しい学校生活を余儀

なくされる問題も指摘されている。再調査報告書では、とても楽しい

高校生活だったと答える者がいた一方で、息が詰まるような学校生活

であった旨の回答をする者や、高校時代は精神的に追い込まれていた

ということを打ち明けてくれる者も存在したことが報告されている。

そのうえで、学習指導要領においても求められている集団のあるべき

姿は、「各人の個性が失われた画一的な集団ではなく、多様な個性を

もつ個人を内包した集団であり、様々な視点や考え方を持つ生徒らが

意見を言い合える集団づくりが求められる」とされている。

本提言をまとめるにあたり行った子どもたちへの聴き取りにおいて

も、いじめを防いでいくためには、みんなと異なることを奇異なもの

としてみるのではなく、個性や違いにこそ価値があるという他者のと

らえ方や、お互いの違いが受容され認められる関係性が醸成されてい

ることが重要であると生徒ら自身には認識されていることが確認され

た。

また、教科の学習の中で多様性の概念や現代的問題について学んだ

ことが、多様な個性を受けとめることの大切さの実感につながってい

るという事例も確認された。

人と異なる意見や考えが承認されること、その人ならではの側面が

価値づけられること、自分と異なる人との交わりから学び成長するこ

とが推奨されるなど、教師が日々の授業や学級経営の中で意識的に重

視することによって児童生徒が獲得していく価値観は異なってくる。

本検討会は、各種行事も含め、意見が対立したり価値観がぶつかった

りする機会が必然的に生じやすい学校教育の特徴から考えれば、教師

には、そのような対立やぶつかりが生じないようにあらかじめ先回り

してレールを敷くのではなく、意見や価値観の異なる多様な他者とも

うまく対話したり議論したり納得解を見出したりする方法や力を身に

つけていくために必要となる失敗や試行錯誤を経験できる機会を提供

し、フォローする役割を果たすことを求める。それが、他者が多様で
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あることを実感する学習につながるからである。

また、児童生徒と教師といった固定的な人間関係だけでなく、様々

な大人や社会と直接出会い共に学ぶ機会を積極的に設定することが求

められている現在、それらの機会を多様な価値観に触れ、受けとめる

機会として意識的に位置づけていくことも求める。

これら多様な個性に着目できる価値観や多様性が尊重される集団づ

くりは、学校・教職員側に多様性を尊重する価値観が根付いているか

らこそ日々の学校での生活の中で隠れたカリキュラムを通して子ども

たちにもそれが学びとられ実現していく。したがって、まずもって学

校・教職員側に多様な個性に着目する意識が育まれていなければなら

ない。学校はその特性上、同質性・同調性の価値を強調し集団として

児童生徒を指導したり動かしたりする手法がとられやすいため、その

ような指導法が過度に用いられていないかを常に自分たちでチェック

し問い直すことのできる機会を生徒指導部会や校内研修等において設

定することを求める。

また、そのような特性上、多様な個性への着目については指導方針

上軽視される可能性があるため、特に意識して教育実践に取り組むこ

とができる機会を学校として設定することを求める。

さらにいえば、児童生徒の価値観は、保護者・地域住民等も含めた

大人側の価値観から日々の生活を通して学びとられるものでもあるた

め、大人・社会の側が当事者として多様な個性に着目する意識をもつ

必要のある問題であると自覚する必要がある。そのためには、多様な

個性に着目したメッセージに触れる機会ができる限り豊富であること

が有効であると考えられ、各学校がそのような学校づくりや学校経営

目標を明確なメッセージとして打ち出し保護者や地域に発信し続ける

ことや、運動会や文化祭、学校開放日や参観日、保護者会やＰＴＡの

活動等、保護者や地域の大人が集う際にそういった方針を学校や教師

が積極的に示したり語ったりしていくことは、そのような機会を増や

す具体的な方策として積極的に行われるべきである。

また、学校運営協議会や地域学校協働本部、各地域・地区における

様々な活動や活動主体との協働での学習機会を設けたり、いじめ防止

子どもサミットのような取り組みは、保護者や地域住民への発信や共

に考え合う場へと発展させたりすることも検討することを求める。
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（３）児童生徒が自分たちでいじめを防止していくことができるために必

要な学習

いじめ防止をはじめ、学校生活を充実したものにする取り組みは、

児童生徒が主役となって実現に向けてなされるものであり、教職員は

そのために必要な支援・指導・環境整備等を行う必要がある。

再調査報告書において、「法が定義するとおりいじめを広く捉えれ

ば、本来であれば生徒集団の中だけでも十分に解決することができる

いじめも少なくない。むしろ、対人関係におけるトラブルが当事者と

その周辺の生徒らによって主体的に解決できるようになることが、正

しい教育目標であるとも言える」と指摘されている。

一方で、児童生徒が自分たちをそのような主体的な存在として認識

できているかについては慎重な検討が必要である。児童生徒は、教師

が強い責任感を持って直接的な指導や工夫をすればするほど受動的な

存在となっていき、教師や学校に責任を求める心性を強める可能性が

ある。そのため、児童生徒に、自分たちが自分たちの集団や生活を創

っていく責任主体であるという感覚を醸成するための学習上の工夫が

求められる。

学校においては、学級会活動や児童・生徒会活動などが、子どもた

ち自身による自発的、自治的な活動の機会として実質的な役割を果た

しているか常に検討が必要である。生徒指導提要においては、「学校

種や学年等の発達の段階に応じて、児童生徒による自発的、自治的な

活動を重んじ、成就感や自信の獲得につながるような間接的な援助に

努めることが大切」であると指摘されている。

また、「児童生徒が学級・ホームルームや学校生活上の諸問題を自

ら積極的に見いだし、自主的に解決できるようにするために、一人一

人の思いや願いを生かし、話合いを繰り返す過程で、望ましい集団活

動の方法や実践的な態度を身につけていくよう」にすることの重要性

が指摘されている。校則の是非を自分たちの権利という側面から生徒

自身が問い直していった取り組みや、自分たちの学校の権利憲章を児

童・生徒会活動を通して策定していった取り組み、子ども・教員・保

護者の３者で学校のあり方を協議する３者協議会の取り組みなどには

多くの事例があり、児童生徒が自分たちで自分たちの学校生活をより

良いものにしていく取り組みを充実させていけば、多様な個性の受容

やお互いの個性の尊重をどのように実現していくかといった事柄か

ら、現在の自分たちの学級や学校の人間関係において生じている問題
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やその解決のために取り組むべき活動までが議論のテーマにあがるよ

うになっていくと考えられる。

また、そういった取り組みが成熟していかなければ、自分たちの学

級や学校に生じている「いじめ」の問題を自分たちで問題とすること

自体が困難な側面もある。

子どもたちへの聴き取りやアンケートにおいても、いじめに関する

ＬＨＲを定期的に実施している例などが確認されたが、一方で、いじ

めについての専門的な理解を自分たちが深めることのできる学習機会

の充実を求める意見があった。本検討会は、子どもたちの求めるいじ

め問題の研究知見を専門的に学ぶ機会を充実させ、いじめ等の問題を

自分たちの学校からどのようになくしていくか、その発生を防いでい

くか、またそういった問題が生じた際に具体的にはどのような行動を

とるかについて子どもたち自身が自分たちで検討する機会の充実を求

める。児童生徒ら自身が主役となって問題提起し、議論し、専門知に

学び、実行していく活動は、まだまだ充実させていくことが可能であ

ると考えられる。

教職員には、自身が主導し指導して創っていく集団活動だけでなく、

そういった児童生徒が自分たちの集団における人間関係の問題を自分

たちで問題として取りあげ、話合いと試行錯誤を繰り返しながらより

良い関係性を追究していく活動を支え促す指導の充実を求める。

また、いじめの構造や防止のための取り組み、解決事例など、いじ

め問題の研究知見等を児童生徒が学ぶことのできる授業や学習活動の

機会を充実させていくことは子どもたちからも求められていることで

あり、教育委員会には各教職員がそのような実践を充実させることの

できる力量を高めていくことに焦点化した研修機会や、具体的な実践

事例を共有することのできる機会の提供を充実させていくことを強く

求める。

（４）意図せず心理的苦痛を与えてしまった場合の指導

当該事案のいじめの特徴は、「いじり」や「からかい」といった遊

びの延長線上のような認識のもとで行われたいじめであり、いじめと

認識しにくい点である。

これらのいじめについては、いじめた側にその相手を傷つけようと

いう意図が明確にない場合やいじめた側や多くの人にとってはそれを

されても心理的苦痛とは感じない場合でも、実際には心理的苦痛を与
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えてしまっているという場合がある。

このようないじめに対し教職員は敏感であることが求められると同

時に、いじめた側と言われた側の具体的な認識や受け止め方の相違に

ついて、自分や多くの人がそうでなくても、相手がどう受けとめるか

が重要であることや、双方がそういった認識や受け止め方の違いに学

ぶことのできる機会を設ける必要がある。お互いが、どのような認識

で、どういう行動を取り、どのように感じたかというところを、それ

ぞれの側の気持ちに寄り添いながら、互いの気持ちが相手に伝わるよ

うな対話を伴う指導を行い、その相違からそれぞれの側が個性の多様

さを学びとれるよう指導を行うことが求められる。

ただし、これらの指導に当たっては、いじめられた側が、そのよう

な対話的な場を望まない場合も考えられるため、（２）で述べたとお

り、多様な個性に十分、配慮する必要がある。

子どもたちへの聴き取りにおいても、自分たちでいじめに気づき防

いでいく際に必要だと考えていることを尋ねた中で、もし自分の友達

がやっていることがいじめだと感じたら、いじめた側はいじめだと感

じていなくても、何か原因があると思うため、その友達に何かあった

のかを尋ね、いろいろと話を聴いたうえで話をしてみるとの意見が出

された。このように、児童生徒も自分たちなりのいじめ問題に対する

考えを有しているため、それらを交流し、日頃から自分たちで自分た

ちの言動を意識し、主体的に解決していくことができるようになるた

めの学習の機会を設けるべきである。

２．児童生徒が気軽に話や相談をでき本音を出せる機会の充実と空間の整備

次に、児童生徒が気軽に自身の話をでき、本音を出すことのできる機

会の充実を求める。教職員が児童生徒の状態や異変にいち早く気づく必

要があることは多く指摘されているが、常日頃から児童生徒と教職員の

間にざっくばらんに気軽に話ができる関係性が築かれていることも、児

童生徒の実態把握を支え、異変に気づける機会や児童生徒が相談できる

機会をもたらしやすくなる上で重要である。

子どもたちへの聴き取りからも、教職員と生徒の距離の近さが重要で

あると認識されていることが確認された。具体的には、授業中の話し合

いの中に先生も入ってきてくれると話をしやすかったり、掃除を一緒に

してくれる先生とはその中で話をしやすかったり、休み時間に何気なく

話をしてくれたり授業前に軽く話しかけたりしてくれている先生とは話
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や相談をしやすくなるといった例が紹介された。つまり、子どもと一緒

に作業する中で気軽に話す機会を意識的に増やすことや、授業の中にも

発表だけでなく先生と話せる機会を増やしていくことが、子どもたちの

認識の中では気軽に話をでき本音を出せる相手として教員を位置づけら

れるようになっていく要素となっている。

また、子どもたちからは、保健室や相談室が気軽に立ち寄れる場所で

あることの必要性や重要性も指摘された。子どもたちは、保健室や相談

室へ「相談や問題があるために行っている」と見られる周りの目線に敏

感であり、そういった目線が保健室や相談室の利用を妨げる要因となっ

ている可能性がある。

また、保健室へ行く際にはその都度教職員に許可を求めに行かなけれ

ばならないルールがある例も確認された。

学校・教職員には、上記のように児童生徒にとって気軽に話や相談を

しやすい存在として認識されるための具体的な取り組みを求める。

また、児童生徒が気軽に話や相談をでき本音を出せる空間を整備して

いく際には、学校や教職員側の過度な管理的・躾的なものの見方や考え

方を問い直していく努力が必要である。学校と教育委員会には、そのよ

うな個々の教職員の取り組みや学校組織としての努力を促進するための

支援として、「子どもたちが望んでいる教職員や学校のあり方」につい

て具体的に把握する機会を設けるとともに、その具体的な内容に各学校

・教職員が真摯に向き合う取り組みを進めるよう促進・支援することを

求める。

３．児童生徒の状況把握・判断に関する事例研究等による研修の実施

児童生徒の実態把握や児童生徒への対応については数多くの研修がす

でに行われており、教育の営みに子ども理解は不可欠であり、そのこと

は教職員の問題関心の中核にも位置づいているため、児童生徒の実態把

握や内面理解をおろそかにしようとしている教職員はいないと考えられ

る。しかしその一方で、学級の児童生徒の実態把握が学級担任（以下「担

任」という。）まかせになってしまう傾向や、日常的に児童生徒の情報

を教職員間で共有することが難しい現状にあるケースも存在しており、

慣例的な担任と学級副担任（以下「副担任」という。）との役割分担や

教員組織の構造と学校現場の多忙さが、それを仕方のないこと・当たり

前のことにしてしまう危険性がある。

再調査報告書では、高校の場合、「クラス担任のみならず複数の教科
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担任が授業等で生徒を直接指導するため、教職員間で生徒に関する情報

共有は不可欠」のはずだが、当該事案の場合、「教職員への個別聴き取

り調査の中で、職員室の雰囲気はよいとは言えず、職員室において教職

員間で話をするのもはばかれる状況であったことが窺われる」との報告

がなされている。

また、当該事案は担任が急遽入院し不在の間に発生したが、「副担任

の教諭２名がホームルーム等の生徒の指導を引き継いでいる。そのため、

副担任間での連携や情報共有が必要となるが、欠席した生徒に関する対

応を含めた情報等も共有されていなかった」ことが報告されている。再

調査報告書では、「いじめの防止等の対策のための組織（当該高校では

生徒指導委員会）はもとより、生徒指導主任や学年主任に報告があがり、

組織として検討及び対処した記録は、一切存在しない。そればかりか、

本件重大事態発生後の基本調査においても、一部の教職員のみの対応と

なっていて、生徒指導委員会としての対応はされていない」と指摘され

ている。

また、当該事案からは、児童生徒の状況把握の重要性の具体的な側面

として、高校１年生という時期に応じた生徒の心理的帰属感の変化やお

かれている状況理解の重要性、各生徒個人の個性に着目したクラス経営

や部活動経営の必要性、スマートフォンを持っていない生徒がおかれる

ことになる状況や孤立化への配慮の必要性が見出される。

本検討会による聴き取りでは、再調査報告書の提言を受けて、担任が

出張や年休で不在の際には、必ず副担任と連絡を取って漏れがないよう

にという話や、普段、平気にしている生徒ほど、心の中にいろいろなも

のを抱え込んでいる可能性もあるため、教育相談のあり方などを工夫し、

生徒が教員に話ができる雰囲気づくりをお願いしたい旨を、教頭研修会

等があるたびに話をしているとの回答を得た。

本検討会は、このような、過去に生じた重大事態等の事例に真摯に学

び、具体的に児童生徒の状況把握がうまくできていなかった要因やその

反省から、自校の場合には何を具体化していく必要があるかを全教職員

が自分事として具体的に考えることのできる事例研究を中心とした研修

の充実を求める。その際に、重大事態の当事者や関係者の生の声に学ぶ

機会の研修内への設定も、その苦しみなどの心情の内実を知るとともに、

当事者がどのような対策を求めているかを直接理解できる機会として重

要であるため、どのような形での実現が可能か検討されるべきである。

また、上記の「児童生徒が自分たちでいじめを防止する取り組み」の
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充実を実現するには、学校や教職員が具体的にどのような工夫をもって

その充実を実現していけばよいかを考え学ぶことのできる実践開発的な

研修が不可欠であり、教育委員会にはそのような研修の開発を学校や専

門家との協働のもとで進めていくことを求める。

４．児童生徒の情報を共有できる日常的な教職員間のコミュニケーション

の充実と組織体制構築

（１）学級内における情報共有体制（学級担任と学級副担任）

近年、「チームとしての学校」の重要性が指摘され、理論上は、児

童・生徒に関連する情報共有は、教職員間で行われてしかるべきと考

えられる。

一方、学級経営においては、担任の裁量を広くすることで、生徒の

現状に応じて柔軟に対応することが可能である。そのため、日常的に

学級経営は担任が主に担っており、副担任が関わる程度にはかなりの

幅があるのが現状である。

そのため、例えば高等学校においては、担任と生徒の連絡機能を持

つ生活の記録などによる生徒への助言をはじめ、生活指導等の指導は、

担任のみが担い、副担任は一切かかわっていないこともある。このよ

うな体制は、日常的には、担任が確実に学級内の全生徒の状況を把握

することができるメリットもある。だが、一度担任が負傷・疾病など

で連絡をとることができない状況となり、突然、副担任が主となり生

活指導を含めた学級経営を担うこととなった場合には、生徒の情報が

副担任に伝えられる機会がないまま、その業務を引き継ぐことになる。

そのため学級経営の方針や方法も大きく変更される可能性が高く、当

該学級の生徒にとっても、その心理的負担が増大されることが予想さ

れる。例えば、生活の記録の取り扱いについては教員個々の判断に任

されており、担任は生活の記録に毎日目を通しコメントを返却してい

たが、業務を引き継いで担任業務を担うようになった副担任が生活の

記録を担任が活用していることを知らなかったのであれば、教員がと

らえる生徒像も異なるものとなるであろうし、それに伴い指導方針や

内容も異なるものとなるであろう。生徒によっては、突如、教員との

関係が弱まったと感じたとしても不思議ではないし、高校に入学して

間もない時期にそのようなことが起きたとすれば、ようやく新しい学

級にもなじみはじめた頃に、再びその環境が変化するわけであるから、

同じくその心理的負担の増大が予想される。
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本検討会による調査では、重大事態の防止策として、学校によって

は９月の朝のショートホームルームと終礼については担任・副担任の

２人で必ず行って子どもたちの様子を見る取り組みや、２人担任制を

導入するなどの学校の状況に応じた取り組みを行っている例が確認さ

れた。現在の高等学校においては、多くの学校で担任の裁量にゆだね

られた学級経営が行われているからこそ、万が一、その業務を副担任

が引き継ぐことになった場合には、管理職がリーダーシップを発揮し、

担任が行ってきた学級運営を把握した上で、それを引き継ぐことがで

きるよう副担任への具体的な指示を行う必要があろう。副担任が複数

名いる場合は、主たる担当が曖昧になる可能性があるため、それぞれ

の役割分担を明確にすることを求める。

再調査報告書においても担任と副担任の間では「欠席した生徒に関

する対応を含めた情報等も共有されていなかった」ことが指摘されて

いる。

また、「担任教諭は、Ｘ君がスリッパを隠されたことがあることを

把握していた」が、このエピソードは、学校組織に報告されることが

なかったばかりか、学年主任であり本学級の副担任である教員にさえ

共有されていなかった。再調査報告書において「職員室の雰囲気が悪

く、教職員間で日常的に教室や生徒の状況等を話したりすることが難

しい状況にあった」とされていることからも、教職員間の個人的な対

話も含めた情報交換は重要であり、当該事案を分析することで、その

具体的手法について検討し、改善につなげることを求める。

（２）学級と部活動など生徒が所属する校内諸組織における各担当教員間

の情報共有体制

高等学校や中学校においては、生徒は授業等の教育課程は学級とい

う集団を中心に活動を行うが、放課後などは部活動や生徒会活動等に

取り組むことも少なくない。そのため学校内で複数の集団に所属する

ことになる。

だが、現行の学習指導要領において、「生徒の自主的、自発的な参

加により行われる部活動については、スポーツや文化、科学等に親し

ませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等、学校教育が目指す

資質・能力の育成に資するものであり、学校教育の一環として、教育

課程との関連が図られるよう留意すること」とされており、部活動は、

学校教育の一環ではあるが教育課程とは画されている。そのため担任
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と部活動等の顧問教員が生徒の情報を共有する組織的機会は必ずしも

多くはない。しかし、一日のうちの多くの時間を学校で過ごす生徒か

らすると、これらの集団内におけるトラブルの有無が心身に影響を及

ぼすことは容易に想像できる。そのため、教職員間でこれらの情報共

有を行い、指導に反映させることが求められることは言うまでも無い。

（３）いじめと疑われる事案が発生した場合の情報共有体制

いじめと疑われる事案が発生した場合には、法令に則り、いじめの

防止等の対策のための組織において、情報共有が行われ、それに基づ

き学校として対応を検討する必要がある。

しかし、再調査報告書においては、当該事案では組織として検討及

び対処した記録は、一切存在しないことが指摘されている。そればか

りか、当該事案の基本調査においても、一部の教職員のみの対応とな

っていて、いじめの防止等のための組織（当該高校では生徒指導委員

会）としての対応はされていない。

「いじめ」はどこの学校でも起こりうるものであることをふまえる

と、まず、「いじめ」と疑われる事案が発生した場合を想定した校務

分掌の編成がなされていなければならない。その上で、どの組織が主

体となって、調査方法や対応について協議し、対応し、それをだれが

どの組織に報告し、教職員間の情報共有をどのように図るのか等の具

体的手続きを定め、それらが教職員に周知されるよう明示されていな

ければならない。

また、定期的に一連の対応を評価・検討し、よりよい解決策を模索

するために必要に応じて組織や具体的手続き等を改善すべきことは言

うまでもない。

５．保護者との日常的なコミュニケーションの充実と児童生徒の情報共有

児童・生徒の発達段階により、保護者との連絡の頻度や内容を変化さ

せることで、児童・生徒の成長を促すことにもつながる。しかし、本来

その前提として、学校と保護者との間で信頼関係が構築されていなけれ

ばならないはずである。

高等学校においては小学校に比べると、保護者が学校に足を運ぶ機会

は少ないことから、特に入学して間もない１年前期の三者面談は保護者

とのコミュニケーションを図る貴重な機会となるはずである。例えば、

１年生前期の三者面談で、宿題の提出状況や成績に関する指導だけでな
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く、生徒の学校での戸惑いなどを引き出し、家庭での様子や保護者から

見た生徒の様子などを聞く機会とすれば、結果的に保護者と十分にコミ

ュニケーションを図ることにもなる。生徒の様子も把握できておらず、

保護者とのコミュニケーションも十分図れていない状況下でトラブルが

発生した場合、保護者とその情報を共有することは容易なことではない。

そのため、学校は日常的に保護者との信頼関係をどのように構築するか

を模索し、三者面談等保護者と対面する機会を設ける場合には、成績指

導だけでなく、学校と保護者との関係を構築するための情報交換の場と

して機能するよう、その在り方を検討する必要があるであろう。
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第２ 児童生徒の自殺事案等が発生した後の学校等の対応

１．基本調査と詳細調査の関係整理

（１）文部科学省の策定・改訂した「子供の自殺が起きたときの背景調査

の指針（改訂版）」（以下「指針」という。）では、子供の自殺又は自

殺が疑われる死亡事案（以下「児童生徒の自殺事案等」という。）に

ついて、全件を対象として背景調査を行うこととしており、さらに背

景調査の具体的な方法・手順として、基本調査と詳細調査の２つに分

けている。そして、子供の自殺等の背景にいじめが疑われる場合は、

この２つの調査は法第２８条に基づく重大事態の調査に当たるとされ

ている（指針１３頁）。

このうち基本調査については、設置者（教育委員会）の指導・支援

のもと学校が調査主体となって行うこととされており、児童生徒の自

殺事案等全件を対象とする基本となる調査であり、学校がその時点で

持っている情報及び基本調査の期間中に得られた情報を迅速に整理す

るものとされている。

一方で詳細調査については、基本調査等を踏まえ必要な場合に行わ

れる調査であり、公立学校における調査主体は、特別な事情がない限

り、学校の設置者（教育委員会）とされ、外部専門家を加えた調査組

織において行われる、より詳細な調査であり、事実関係の認定のみな

らず、自殺に至る過程を丁寧に探り、自殺に追い込まれた心理を解明

し、それによって再発防止策を打ち立てることを目指すものとされて

いる。

つまり、児童生徒の自殺事案等が発生した直後に学校が調査主体と

なって行う基本調査は、あくまで迅速に情報を収集・整理するための

調査なのである。したがって、学校が行うのはあくまで情報の収集・

整理であって、得られた情報をもとにいじめがなかったこと、あるい

はいじめと自殺との関連を学校が認定したり判断したりすることが求

められているわけではない。

また、詳細調査に移行するかどうかを判断するのは教育委員会であ

るが、教育委員会が判断するのはあくまで「詳細調査に移行するかど

うか」であって、いじめがなかったこと、あるいはいじめと自殺との

関連を教育委員会自体が判断するわけでもない。

学校生活に関係する要素が自殺の背景に疑われると教育委員会が判

断した場合には詳細調査に移行しなければならないが、仮に教育委員

会がそのように判断しなかったとしても、遺族の要望がある場合には
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詳細調査に移行することとされている。

つまり、あくまでいじめがなかったこと、あるいはいじめと自殺と

の関連についての事実認定を行うのは外部専門家を加えた調査組織な

のであって、詳細調査を行うか否かの判断をする時点でいじめがなか

ったこと、あるいはいじめと自殺との関連がないという結論を出せる

わけではない。

以上のとおり、基本調査はあくまで迅速に情報を収集・整理するた

めの調査であり、一定の事実認定を行うには外部専門家を加えた調査

組織による詳細調査が必要なのである。

（２）しかし、当該事案では、学校が教育委員会に対して基本調査報告書

を提出したのは自死から２か月以上経過した平成２６年１０月３０日

であった。

上述したとおり、学校が調査主体となる基本調査は、あくまで詳細

調査への移行を判断するために迅速に情報を収集・整理するためのも

のなのであり、２か月以上も報告書提出に時間がかかっていること自

体にも問題がある。

（３）また、学校から提出された基本調査報告書の内容では、自死の理由

や背景となる事情を推測させる情報がほとんどなく、学校生活に関係

する要素が自殺の背景にあることを否定できない状態であったにも関

わらず、教育委員会は詳細調査への移行を判断していない。

さらに、同年１２月２２日に家族から学校及び教育委員会に対して

文書が送付され、自死直前の課外授業３日間の欠席について指摘され、

学校生活に関係する要素が自殺の背景にある疑いがより強まったにも

関わらず、教育委員会は詳細調査へと移行しようとはせず、その後、

家族の希望により平成２７年３月に生徒を対象とするアンケート調査

を実施しているが、この時点でも詳細調査へ移行することは決まって

いなかった。

結局、教育委員会において詳細調査へ移行することを決定したのは、

自死の１０か月後である平成２７年６月であり、第１回いじめ調査委

員会が開催されたのはそのさらに半年後の平成２７年１２月である。

指針では、アンケート調査は詳細調査に位置付けられており、調査

組織の立ち上げに相当な時間を要するために実施時期を逸するような

場合には詳細調査に先行して緊急的にアンケート調査を実施すること
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も想定しているが、これはあくまで詳細調査に移行する前提で行われ

るものであって、当該事案のように詳細調査に移行するかどうかが決

まっていない状況で行われるべきものではない。

以上のような詳細調査移行までの教育委員会の対応も、家族が当初

は自死の事実を伏せた状態での調査を希望していたことや、調査方法

に関して家族代理人との間でやりとりをしていたという事情からすれ

ばやむを得ない面があったが、結果的には指針にそぐわない対応であ

ったと言わざるを得ない。

（４）さらに、本検討会が教育委員会の職員に対して行った聴き取りの結

果からは、学校側が行う基本調査の中で家族に対して詳細調査に移行

するかどうかの意向を確認し、家族が詳細調査移行を希望しない場合

には詳細調査には移行しないという運用がなされており、当該事案の

みならず、現状では県教育委員会・学校が自発的・主体的に調査の提

案をしているとは判断できなかった。

詳細調査への移行に関して家族が消極的な場合にどう対応すべきか

については、指針にも言及されており、家族が調査に消極的な場合で

あっても、いじめが背景に疑われる場合には法上の「重大事態」とし

ての対処が法律上義務付けられ、組織を設けての詳細調査は必ず行わ

なければならないとされている。

そして、いじめが背景に疑われるかどうかの判断は、基本調査の内

容を踏まえて教育委員会が行うものであるが、その判断は慎重かつ客

観的に行われるべきであって、そうした観点からも、第三者的な立場

の機関に意見を求めたり、外部専門家等の意見を求めたりして、その

意見を尊重する体制とすることが望ましいとされている。

そもそも、指針では、「全ての事案について心理の専門家などを加

えた調査組織で詳細調査を行うことが望まれる。」とされており、原

則として詳細調査を行うことが前提とされている。

そうである以上、基本調査の段階で家族の意向を確認することは当

然としても、その意向も含めてすみやかに調査結果を報告し、いじめ

が背景に疑われないことが明確な場合を除き、いじめが背景に疑われ

るかどうかの判断も含めて詳細調査へ移行すべきか判断されるべきな

のであって、家族の意向確認等を理由に基本調査をいたずらに遅らせ

ることは指針にそぐわないし、まして基本調査において家族が消極的

な意向を示せば詳細調査に移行しないことを前提とするような運用は
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許されるものではない。

なお、家族が詳細調査実施に消極的姿勢を示しがちな点については、

構造的問題があると思われるが、それについては第３の２（１）で詳

述する。

（５）以上のとおり、基本調査や詳細調査移行の判断は指針にそぐわない

形で行われてしまっており、今後は指針に沿った形で基本調査や詳細

調査移行の判断がなされることを求める。

そのためにも、基本調査と詳細調査との関係を改めて指針に沿って

整理し、基本調査はあくまで迅速に情報を収集・整理するための調査

であるということを十分理解しておくことを求める。

２．児童生徒の自殺事案等の発生後に求められる保護者との関係構築

（１）重大事態が発生した後の保護者との関係に関して、文科省が作成し

た「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」（以下「ガイド

ライン」という。）では、教育委員会や学校に対して、保護者に寄り

添いながら対応することを第一とし、信頼関係を構築するよう求めて

いる。

指針においても、児童生徒の自殺事案等の発生後に求められる保護

者との関係に関して、遺族の心情に配慮し、今後の接触を可能とする

ような関係性を構築するよう求めている。

しかし、当該事案では、家族との信頼関係の構築はできていない。

そこで、保護者との信頼関係構築のためにも、以下のことを提言し

たい。

（２）まず、学校は、事実認定をする立場としてではなく、情報収集をす

る立場として基本調査を行い、保護者に接することを求める。児童生

徒の自殺事案等が発生し、学校に対して少なからぬ不信感を持ってい

る保護者からすれば、学校側が都合の悪いことを隠蔽しようとするの

ではないかと疑うのはある意味当然のことである。

それを払拭するには、学校側が事実認定をするわけではないという

ことをはっきり説明するとともに、積極的に情報収集をしようとして

いる姿勢を保護者に示すことが重要である。

情報収集の観点では、保護者からの聴き取りも時期を見ながら実施

することが必要であるが、保護者に寄り添いつつ事情を聞き、情報を
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得ようとしているという姿勢を示すことは、信頼関係構築の観点から

も重要である。

また、可能な範囲で保護者に情報収集の状況を伝えることも重要で

ある。どのような情報収集を行っているか（誰から聴き取りをしてい

るか等）という点は基本的に家族にも伝えられるはずであるし、どの

ような情報が入ってきているかも可能な範囲で家族に伝えることはで

きるはずである。そのようにして情報を伝えることによって、保護者

と学校は信頼関係を構築することができるし、場合によっては関連す

る情報を保護者から得られることもあり、調査のための情報収集にも

資する。

この点、当該事案では、基本調査と詳細調査の関係や学校側が事実

認定をするわけではないということを家族にはほとんど説明せず、ま

た学校側から基本調査の途中経過なり結果なりを家族に説明する場を

設けることもなかった。

また、家族から亡くなる前の本人の様子や状況等の事情を聞くこと

もないまま基本調査を終えており、かかる学校側の対応が学校に対す

る強い不信を家族に生じさせ、信頼関係構築を困難にしたと言える。

（３）次に、上記のような対応を行っていくためにも、保護者との対応も

組織的に行っていくことを求める。

再調査報告書にも指摘されているとおり、当該事案において家族に

対する学校の対応は、当初は教員２年目の副担任に任せきりになって

いたり、その後も事案発生時には入院していた担任が個人的な思いか

ら自宅訪問を続けたりしていただけで、組織的に行われていたとは言

い難い。

しかし、保護者に対してどのように接していくか、どのタイミング

でどのような形で聴き取りを実施していくか、情報収集の状況につい

てどの範囲まで保護者に説明するか、という点は、組織的に決める必

要がある。

また、実際に保護者とやりとりする中では、事前に想定していない

質問や要望等が保護者からなされることも想定される。

そのようなことを考慮すれば、再調査報告書にもあるとおり、実際

に保護者とやりとりするのは管理職が望ましく、少なくとも保護者か

ら聴き取りをしたり、情報収集の状況を保護者に伝えたりする場合に

は管理職の同席は必須である。
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３．児童生徒の自殺事案等が発生した後の具体的対応に関して

（１）具体的な対応内容の整理とその認識の共有

児童生徒の自殺事案等や重大事態が発生した後の対応に関しては、

指針や文科省いじめの防止等のための基本的な方針（以下「国の基本

方針」という。）、ガイドラインが定められている。

また、これらの指針や国の基本方針、ガイドラインを受けて、鹿児

島県においてもいじめ防止基本方針において重大事態への対処につい

て定められている。

しかし、上述したとおり、当該事案においては上記指針等に沿った

対応がされていたとは言えないし、当該事案以降の児童生徒の自殺事

案等への対応についても、上記指針等に沿った対応や調査がなされて

いたか、疑問である。

かかる事態を防ぐため、まずは実際に児童生徒の自殺事案等や重大

事態が生じてしまった際に、当該学校において、今後どのような対応

が必要となっていくかを当該事案に即して具体的に時系列に沿って整

理することを求める。

そして、その整理した内容について、対応を担当する教職員全員が

共有できる状態にしておくことが望ましい。

担当職員間で会議等をする場合にも、このような整理がなされたも

のを前提に、対応の漏れがないようにするとともに、全体としてどの

ような対応が行われているかという認識を担当教職員間で共有するこ

とが重要である。

教育委員会においても、各学校での対応内容の整理がしやすいよう

に、想定される対応内容を事前にリスト化したものを児童生徒の自殺

事案等や重大事態が生じた学校にすぐに提供し、対応内容の整理やそ

の共有化に関して学校に指導・助言していくことを求める。

また、当該事案では、部活動や課外授業の欠席状況が基本調査報告

書に記載されていないという重大な問題が生じた。基本調査において

必ず把握すべき項目に関しては、事前に教育委員会においてリスト化

したり報告書書式に書き加えたりするなどして、調査項目の漏れが生

じないような工夫を講じておく必要がある。

（２）情報共有方法の明確化と体制構築

また、上記のような対応内容に関する認識の共有に加えて、基本調
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査によって得られた情報や家族その他の関係者の意向に関しても、担

当教職員間で情報共有するべきであるが、そのためにも、情報共有方

法の明確化と、適切な対応ができるような体制構築が重要である。

しかし、当該事案では家族対応を行うようになった担任に基本調査

の情報が伝わっていないなど、情報共有にも対応体制にも問題があっ

た。

この点、具体的な情報共有方法としては、担当職員間で頻繁に会議

等を開いて会議内で共有したり、担当職員を決めて全ての報告が当該

職員に集まるようにした上で当該職員が情報を整理して担当職員全員

に提供したりするなど、様々な方法があり、どの方法をとるのかを決

める必要がある。

また、具体的な対応体制としても、核となる職員数名を決めた上で、

基本調査の調査を行う職員と家族への対応をする職員、他の生徒児童

への対応を行う職員をそれぞれ誰にするのか、兼ねるのか、どこまで

の職員について情報共有の対象とするのかといったことを決めていく

必要がある。

どのような情報共有方法や対応体制をとるかは、学校や事案によっ

て異なってくるであろうが、重要なのはこれらを早期に明確化してお

くことである。明確にしないまま対応を続けていくと、共有化される

べき情報が埋もれ、基本調査に支障が生じるばかりか、家族との信頼

関係構築にも影響が生じかねない。

したがって、学校としては、できる限り早期に、どのような方法で

情報共有を図るのか、どのような対応体制を構築するかということを

決めておくとともに、毎年度教員が異動で入れ替わる毎に構築し直す

ことを求める。

また、教育委員会においても、毎年度、当該学校において情報共有

方法の明確化や体制構築を行うことを通知するとともにそれができて

いるかを把握し、早期に実施ができるように指導・助言することを求

める。

（３）管理職に求められる対応内容の明確化

児童生徒の自殺事案等が発生した際に、学校側ですぐに対応しなけ

ればならないことは少なくない。しかも、初動における対応を誤れば、

家族との信頼関係構築に支障を生じかねないし、他の児童生徒へも悪

い影響を与えかねない。
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かかる観点からすれば、特に初動における様々な対応は、担任や副

担任、学年主任に任せるのではなく、管理職が率先して対応をしてい

くことが必要である。

なお、家族への対応に関しては、再調査報告書にもあるとおり、そ

の心情への配慮という観点からも、また責任ある情報提供や情報収集

を行うという観点からも、管理職が直接行うことを原則とすべきであ

る。

加えて、上述したような具体的な対応内容の整理とその認識の共有

化、情報共有方法の明確化と体制構築などは、管理職において決定す

る必要がある。

しかし、当該事案では、初動の時期の家族への対応は副担任が行い、

担任復帰後は担任が家族への対応を行い、管理職が直接家族に対応す

ることはほとんどなかった。

また、情報共有や体制構築も不十分なものに留まった。

本検討会は、これらの様々な対応や決定を管理職が行っていかなけ

ればならないということを明確化しておくことを求める。管理職の地

位にある職員には、そのような対応ができるように普段から危機管理

意識を持っておくことを求める。

また、教育委員会においても、後述するような研修を管理職向けに

実施するとともに、実際に児童生徒の自殺事案等が発生した時には、

管理職に求められる対応内容に関して適切な時期に状況に合わせた指

導・助言を行うことを求める。

（４）事例・情報の引き継ぎ体制の確立

調査に時間がかかる場合や事案の発生時期によっては、児童生徒の

自殺事案等や重大事態の発生後の対応をしている中で教職員の人事異

動がなされることもある。

その場合にも、適切に対応や調査を行っていくために、事例や情報

の引き継ぎが適切になされる必要があり、学校において引き継ぎ体制

を確立するとともに、教育委員会においても引き継ぎに配慮すること

を求める。

４．児童生徒の自殺事案等の発生後の学校等の対応に関する研修について

以上述べてきたとおり、児童生徒の自殺事案等の発生後の学校等の対

応に関しては、基本調査と詳細調査の関係が十分に理解されず、学校の
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果たすべき役割を誤ったまま対応がなされ、家族との信頼関係が構築で

きずに不信感を生むという状況が生じている。

そして、具体的な対応においても、対応方法の整理や共有化がなされ

ないまま、情報共有も対応体制も不十分なままに場当たり的に対応がな

された。

このような状況を改善するため、児童生徒の自殺事案等の発生後の学

校等の対応に関して、より実践的な研修を実施することを求める。

まず、一般教職員向けの研修と管理職向けの研修とは完全に内容を変

えて行うべきである。

一般教職員向けの研修では、細かな対応内容の知識よりも、自殺の背

景調査やいじめ調査における学校の役割についての理解を深めるような

研修を実施することを求める。

一方で、管理職向けの研修では、児童生徒の自殺事案等が発生した場

合の具体的な対応内容や、その中で管理職が行うべき具体的な対応（初

動対応や家族に対する対応、対応内容の整理や共有化、情報共有方法の

明確化や体制構築など）について、実際の事例ケースの検討という形を

とるなどして実践的な研修を行うことを求める。そのような実践的な研

修を通じて、基本調査と詳細調査の整理や学校の果たすべき役割への理

解が深まり、家族に寄り添いながら対応していくことの意味を理解する

こともできる。

また、それらの研修の中には、過去に生じた重大事態の当事者や関係

者の話を聴くことのできる機会を設定することも検討されるべきであ

る。当事者や関係者本人が語ることばや話でしか伝えることのできない

問題の深刻さや切実さは、聴く者に過去の事例に学ぶことの重要性を強

く認識させる機会となると考えられる。いったい何が実際には問題であ

ったのか、そのような事態が起こらないよう具体的にどのような取り組

みを進める必要があるのかなど、過去の事例から真摯に学び反省を次へ

活かしていくため、どのような形であれば重大事態の当事者や関係者の

話を聴くことのできる機会を研修内に設定することが可能か、専門家と

の協働のもとで具体的な検討が進められることを求める。そして、その

ような研修を実施するためにも、まずは教育委員会において、当該事案

を含む過去の児童生徒の自殺事案等に関して、学校や教育委員会の対応

についてより望ましい対応がどういうものだったのかということを、批

判的に検討することを求める。

そのような検討を教育委員会自体が行ってこそ、管理職を含む教職員
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に対する実践的な研修を行うことが可能となる。
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第３ 調査委員会の調査体制や調査方法等の検証を踏まえた調査のあり方

本章では、指針（H26.7改訂）及びガイドライン（H29.3策定）などに

沿った調査のあり方について述べる。

なお、当該事案発生時（H26.8）から県教育委員会が設置した鹿児島

県いじめ調査委員会（以下「原調査委員会」という。）の調査報告書（以

下「原調査報告書」という。）の取りまとめ時（H29.3）までの間は、

ガイドラインは未策定であったものの、本提言をまとめるにあたっては

指針・ガイドラインを前提としている。

１．調査の目的を共通理解する重要性

当該事案では、基本調査・詳細調査がどのようなものか、何を目的と

して行うのかが学校設置者・学校に正確に理解されないまま調査が行わ

れ、結果として保護者が調査結果に不満を抱く結果になっている。

そもそも基本調査の果たすべき役割・目的は、学校がその時点で持っ

ている情報及び基本調査の期間中に得られた情報を迅速に整理するもの

である。

一方で、詳細調査の果たすべき役割・目的は、基本調査において収集

・整理された情報に基づいて、公平性・中立性・専門性が確保された組

織が、民事上・刑事上の責任追及やその他の争訟などへの対応を直接の

目的とすることなく、事実関係の確認のみならず、自殺に至る過程を丁

寧に探り、自殺に追い込まれた心理を解明し、それによって再発防止策

を打ち立てることを目指すと指針に明記されている。

しかしながら、上述のとおり、本検討会が県教育委員会の職員に対し

て行った聴き取りの結果からは、学校側が行う基本調査の中で家族に対

して詳細調査に移行するかどうかの意向を確認し、家族が詳細調査への

移行を希望しない場合には詳細調査には移行しないという運用がなされ

ていることが判明した。

このような運用の問題点については、本提言第２の１（４）で述べた

とおりであるが、このような運用は、基本調査・詳細調査の目的・役割

を理解した上でのものとは言えず、事実に向き合うことで同種事態の発

生防止を図ることは難しいと言わざるを得ない。

上述の基本調査・詳細調査の目的・役割を、調査対象となる事案に係

る保護者にしっかりと理解してもらうためにも、自殺事案等が発生した

際に基本調査・詳細調査の目的・役割を保護者に説明することになる学

校設置者・学校は、研修などを通して認識を改めることを求める。
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２．ガイドライン・指針に沿った調査

（１）調査を自発的・主体的に提案することと調査委員会の常設化

指針上は、全ての事案について心理の専門家などを加えた調査組織

で詳細調査を行うことが望まれており、また、ガイドライン上は、学

校の設置者・学校が自発的・主体的に詳細調査の実施を提案するとさ

れているにもかかわらず、当該事案のみならず現状では県教育委員会

・学校が自発的・主体的に調査の提案をしているとは判断できなかっ

た。

一方で、現状では調査委員会が常設化されていないため、詳細調査

を実施する場合、設置要綱の作成・委員の確保・予算確保などの手続

が必要となり、予算確保の段階で県議会に付すこととなる。そのため、

詳細調査を実施することとなれば、家族の意向に関わらず、本人が自

死した事実が広く知られてしまう結果となるし、まだ家族自身も自死

の原因がはっきりと分からない段階で、詳細調査に移行したこと自体

がマスコミに大きく取り上げられてしまう結果を招きかねない。そう

した場合に家族やその周囲に様々な影響が引き起こされることは容易

に想像できるところであり、そのような影響を懸念する家族は、詳細

調査実施の意向を確認された場合、本心では詳細調査を希望していて

も、二の足を踏んでしまうという構造上の問題がある。

そこで、上記の構造的問題を解消した上で、県教育委員会・学校が

自発的・主体的に調査の実施を提案し、迅速に詳細調査へ移行できる

ようにすべく、本検討会としては調査委員会の常設化を提案する。

（２）調査委員会の委員構成と保護者の要望への配慮

当該事案においては、原調査委員会の設置時に、保護者から委員構

成に対して要望が出されているものの、保護者から要望された推薦団

体のうちの一つの推薦団体については、県教育委員会が直接当該団体

に電話するなどして活動実体を調査した形跡は見られなかった。

しかし、保護者が要望する推薦団体については、十分その活動内容

・活動実体を調査した上で、要望団体についての公平性・中立性・専

門性が検討される必要があったと考える。

そもそも、構成員の中立性・公平性・専門性が確保されているから

こそ、調査委員会が客観的な事実認定をし、事案のできる限りの全容

解明（自死事案の場合、自殺に至る過程・自殺に追い込まれた心理を
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解明すること）を行うことにより、事案への対処や同種事態の再発防

止を図ることを可能にするものである。

そして、保護者の調査への協力が不可欠であることから、保護者に

は調査委員会の中立性・公平性・専門性が重要であることについて十

分な説明を行い、理解を得る必要がある。

このような説明を行った上で、保護者から構成員の職種・職能団体

について要望があった場合には、保護者から要望のあった構成員の所

属団体・職能団体に問い合わせを行うなど十分な調査を行った上で、

要望について、構成員の中立性・公平性・専門性確保の観点から、対

応できるか否か検討することが好ましい。

この点、再発防止という調査の目的・役割を十分に果たすためには、

保護者側の調査への協力が不可欠であることは言うまでもなく、上述

のような対応が行われず、委員会設置の段階で、保護者との信頼関係

が構築できない場合、詳細調査を行う過程においても、保護者と意思

疎通がうまくいかず、結果的に詳細調査の役割・目的を果たせないと

いう事態になりかねない。

その意味で調査委員会の委員の人選においても、保護者から構成員

の職種や職能団体について要望があり、構成員の中立性・公平性・専

門性の確保の観点から、必要と認められる場合は、調整を行うことが

非常に重要となる。

したがって、調査委員会による調査を円滑に行うためにも、調査委

員会の委員人選において保護者の要望を十分伺いながら、丁寧な説明

を行うことが必要である。

調査委員会の委員構成について、指針では、弁護士や精神科医、学

識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的知識及び経験を有する者で

あって、調査対象となる事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利

害関係を有しない者（第三者）について、職能団体や大学、学会から

の推薦等により参加を図ることにより、当該調査の公平性・中立性を

確保するよう努めることが求められるとされている。

鹿児島県内の自治体が行う調査においては、弁護士委員が１人であ

ることが散見されるが（原調査委員会でも弁護士委員は１人であっ

た）、指針にもあるとおり、聴き取りとその事実関係の整理には膨大

な時間と人員が必要である。

特に、いじめが背景に疑われる事案の詳細調査においては、いじめ

の有無など事実認定が最も大きな役割の一つになり、事実認定につい
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ては弁護士委員の果たすべき役割が非常に大きくなることが想定され

るところ、弁護士委員が１人のみであると、当該委員に過度な負担が

かかり、円滑な調査に支障を来す可能性もあることから、弁護士委員

については２人を原則とすることが望ましいと考える。

なお、本提言では、上述のとおり調査委員会の常設化を提案してい

るところ、常設化された調査委員会が中立・公正な委員構成であるこ

とを十分に説明した上でも、保護者が常設化された調査委員会での調

査を希望しない場合や委員の追加を希望する場合、上述のとおり委員

構成に対する保護者の要望について、構成員の中立性・公平性・専門

性確保の観点から、対応できるか否か検討することが好ましい。

（３）保護者へ寄り添いながら調査を行うこと

調査においては、自分の子どもに何があったのかを知りたいという

保護者の思いに寄り添う必要がある。

当該事案では、保護者から県教育委員会の設置した原調査委員会を

信頼することができない状況にあると指摘されている。

保護者の当該事案の原調査委員会への不信の背景には様々な要因が

考えられるが、保護者への調査の進捗状況についての説明や保護者の

調査への要望の対応などについて、保護者に寄り添うという認識が十

分ではなかったことがその要因の一つであると推認される。

そこで、実施過程においてガイドラインでは、以下の事項が指摘さ

れており、いずれも調査を行うにあたり、重要なポイントである。

・調査方法について保護者から要望があった場合、可能な限り反映さ

せること

・調査実施にあたり、①調査目的・目標②調査主体③調査時期・期間

④調査事項・調査対象⑤調査方法⑥調査結果の提供について保護者

へ説明を行い、調査に関する意見を適切に聞き取ること

そして、特に保護者に調査過程・概要を十分に説明していない場合、

保護者としても調査がどのように進んでいるのか不安に思い、調査に

対する不信感を抱くようになる。

調査主体ではない学校設置者・学校が調査の進捗状況を説明するこ

とは、事案によっては調査委員会と学校設置者・学校との関係に疑念

を抱かせる可能性もあること、及び調査は専門的知見に基づいて行わ
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れることから、学校設置者・学校が説明を行うことで、説明が不十分

になってしまう可能性もあることに照らせば、調査委員会自らが保護

者に対して進捗状況を適宜説明することが望ましい。

したがって、調査主体である調査委員会が自らの判断で適宜保護者

に進捗状況を説明することを本検討会では提言する次第である。

また、調査を行う上で、学校設置者・学校側は、以下の点に留意す

べきである。

・専門家による詳細な調査で調査結果が出る前の段階で「いじめはな

かった」「学校に責任はない」などといった詳細調査によって明ら

かにされるべき事項について断片的な情報を発信することを避ける

こと

・また、児童生徒やその家庭に問題があったなどと発言するなど保護

者の心情を害することは、厳に慎むべきこと

いずれも、専門家による詳細な調査によって調査・検討されるべき

事項を、学校設置者・学校が発言・発信することで、調査に影響を与

えることや保護者に不信感を抱かせることに注意を促すものである。

３．関係者それぞれが抱く感情・心理的負担に配慮した調査実施

調査対象者である保護者、教職員、生徒は、立場や程度の違いはある

ものの、調査対象者とされることに精神的負担を感じており、調査を拒

否することもありうる。

当該事案では、原調査委員会ではいじめを認定するだけの十分な資料

がそろっていなかったようにうかがえるが、再調査委員会では、原調査

委員会が行った調査に加え、調査に協力しやすい手法をとって新たに独

自の調査を行い、いじめを認定するにあたり十分な資料を獲得したもの

である。

この点、事案の可能な限りの全容解明を行うためには、事実認定を行

うにあたり十分な資料が必要である。

したがって、調査委員会は、対象者に、調査の目的を説明し、聴き取

り対象者の発言などが公開されるわけではなく、秘密は守られることを

説明し、理解してもらった上で調査への協力を依頼すべきであり、調査

方法が事案に則した形で工夫されることは今後の調査においても活かさ

れるべき視点である。
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４．調査結果の公表・調査報告書のあり方・取り扱いについて

調査結果の公表については、ガイドライン上は、特段の支障がなけれ

ば公表することが望ましいとされ、調査結果を公表する場合、公表の仕

方及び公表内容を保護者と事前に確認する必要があるとされている。

また、指針上では、遺族や子供など関係者へ配慮して公表内容を決め

るとされ、報告書に何をどこまで記載するのかと、誰に何をどのような

方法で公表するのかは、調査主体と協議して調査組織で判断することと

されている。

当該事案では、原調査報告書に対して、報告書の黒塗り部分が多いと

いう点と基本的な事実の誤りがあることを保護者から指摘されており、

その意味で、公表の仕方及び公表内容についての保護者への確認が十分

であったとは言えない面がある。

まず、報告書の黒塗り部分については、個人情報保護やプライバシー

の観点からマスキングする必要性について否定はできない。

しかし、調査の目的が再発防止であることに照らせば、報告書そのも

のが広く活用されることは不可欠であって、黒塗り部分が多い報告書で

は、結果として再発防止の役割を果たせないということになりかねない。

そこで、例えば、個人情報については固有名詞ではなく記号を利用す

るなど、報告書作成段階である程度公開を前提とした報告書を作成する

工夫も必要である。

また、保護者の指摘する事実の誤りについては、再調査報告書の第５

の２（４）その後の対応において、「明らかに事実に反すると思われる

記載も散見される」と指摘されている。

そもそも、調査報告書に何をどこまで記載すべきかという点に関し、

指針では、報告書に何をどこまで記載するのかと、誰に何を(報告書か

概要版か)どのような方法で公表するのかとは密接に関係するため、調

査主体と協議して調査組織にて判断する、また、分からないことについ

ては、その旨を率直に記載すべき、とされている。

確かに調査委員会が調査を行うに当たっては、様々な情報を調べる必

要があるが、原調査委員会では調査で得られた情報を広範に記載したた

め、「明らかに事実に反すると思われる記載も散見される」ことになっ

た面もあると推認される。

調査報告書に記載する内容については、上記指針にあるとおり、調べ

た情報を広範に記載する必要はなく、いじめの事実の全容解明、当該い
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じめの事案への対処及び同種の事案の再発防止に必要な範囲で十分であ

ることに留意する必要がある。

一方で、原調査委員会の報告書に事実の記載の誤りがあった場合、原

調査委員会が報告書を提出し、その役割を終えた後に、完成した調査報

告書そのものを事後的に修正することはできないものと考えられる。

しかし、保護者の要望に配慮し、原調査報告書の公表の際に保護者か

ら受けた指摘を別途付記ないし別の文書として添付した上で公表するこ

とは考えられてよい。
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第４ いじめの防止等のための対策の今後の検証

本検討会では再調査報告書の提言をもとに再発防止策を具体化すべく

検討を行い、上述の第１から第３の提言をまとめるに至った。本章では、

それらの実現状況を今後検証していく際の観点と方法、それを実行する

体制等について提言する。

１．いじめの認知状況と防止等のための対策の検証

第１の「いじめの防止等のための対策及び重大事態の発生防止策」に

ついては、再発防止策を検討するにあたり行った調査から、現在数多く

のいじめの防止のための取り組みが行われていることを確認した一方

で、実際の子どもたちの視点からみた際には、必ずしもそれらの取り組

みやその効果が認識されているとはいえない実態があることも確認され

た。

また、子どもたち自身がいじめの定義をすべての子どもたちはじめ教

師も大人も理解することのできる学習や、多様な個性に着目することが

できるようになる学習、子どもたち自身でいじめ問題に取り組んでいく

際に必要となるいじめ研究の専門的な知見を学ぶ機会の設定等に代表さ

れる学習機会の質的充実と、気軽に相談をしやすい関係性を日常的に教

員と構築できることを求めていることが確認されたことから、特にその

観点に焦点化した対策を求めた。今後の検証においても、数多く行われ

ているいじめの防止のための取り組みが、実際に子どもたちにどのよう

に受け止められ、具体的に何が求められているかを中心とした議論を求

める。

いじめはどこでもだれにでも起こりうるものであり、大人にはみえづ

らいところで起こる特徴があるという前提にたてば、いじめに対する認

識が正しく広がり、それぞれの子どもたちがそれに敏感に気づくように

なっていけば、今までは「いじめ」として受け止められていなかったも

のもその対象となり、認知件数は増えていくと考えられる。

また、児童生徒らがアンケート等の調査に回答する際にも、それらの

傾向は現れてくると考えられる。

鹿児島県におけるいじめの認知件数については増加傾向にあり、令和

元年度は、全国では前年度より12.9％の増加であったのに対し、鹿児島

県では34.7％増加している。県教育委員会では、各学校に対し、鹿児島

県いじめ防止基本方針に基づき「１件でも多く発見し、それらを解消す

る」よう指導が行われており、高等学校ではアンケート調査の実施回数
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が増えたり、いじめの認知件数が０件の学校数が減少したりしているこ

とが報告されている。

本提言は、再発防止のメッセージがいじめの認知件数を減らすことに

向かうのではなく、どんなに細かい事柄でもいじめにつながる可能性の

あることや、いじめだと思われることが把握され、できるかぎり早い段

階で子ども・教職員・保護者・教育行政をはじめとした関係者が協力し

て対応できるようになることを願うものである。その意味で、いじめの

認知件数は「認知することのできた件数」であり、多くの学校や教職員

の努力の結果であると社会的に評価される必要がある。

そのために、まず学校や教職員がいじめの正しい理解をどの程度でき

ており、いじめを認知するための努力を具体的にどのように継続してい

るかという実態調査とその検証が定期的になされることを求める。そこ

では、現在学校において子どもたちの状況を把握するためのツールとし

て活用されている「児童生徒のいじめの実態調査」アンケートや「学校

楽しぃーと」等が、具体的にどのように活用されているのかについての

実態調査と、その有効な活用方法の事例収集・共有、それらのツールに

よる方法で把握することのできている事柄と把握が困難である事柄は何

かについての心理学や社会調査等の専門家による検証を常に行うことを

求める。そして、その結果をふまえ、実態調査の方法も常に改変・発展

させていくことを求める。

また、同時に、子どもたちがいじめをどのように理解しているかに関

する実態調査も定期的になされることを求める。本提言の第１、いじめ

の防止等のための対策及び重大事態の発生防止策において述べたよう

に、児童生徒が「いじめ」の定義や問題の難しさについて学習する機会

を質的に充実させていくことは、いじめの未然防止・早期発見対応を可

能にする上で極めて重要であり、児童生徒のいじめ理解の実態がどのよ

うな状態にあるかを定期的に調査することが、いじめの防止等のために

実施されている様々な対策の効果の検証や取り組みの改善にとって不可

欠である。

また、子どもたちがいじめをどのように理解しているかによってアン

ケート調査等によって回答が得られる内容は左右され、子どもたちのい

じめ理解が不十分であれば、いくらアンケート調査等による実態把握を

行っても、児童生徒らから正確な実態に関する回答や情報を得ることが

できない。「多様な個性への着目」についても、子どもたちの認識がど

のような実態にあるかを把握するための調査が継続的に実施される必要
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がある。そして、いじめの認知件数は学校や教職員の努力の結果である

と社会的に評価されるようになるためには、保護者、地域社会など大人

の側がいじめの問題を正しく理解できているかどうか、それを学ぶ機会

がどの程度社会に準備されているかについても検証が必要である。

２．調査の実施状況の検証

本提言において行った調査への具体的提言については、定期的な調査

実施状況の検証が必要だと考える。児童生徒の自殺事案等や重大事態の

発生件数とそれに対応する調査の件数、自死の場合には事故調査報告書

など、文部科学省の指針やガイドラインに沿った形での調査や対応がな

されているかが検証される必要がある。

３．いじめの防止等のための対策の検証

教育委員会、学校では多くのいじめの防止等のための対策がなされて

いる。それらが具体的にどのように実施され、その方法でどのような効

果があったのかを検証し続けていく必要がある。学校での取り組みや研

修については、その回数や実施したという事実自体の把握も必要である

が、それ以上に重要なことは、実際にそれで何が変わっているのかとい

う、効果や変化の内容の具体的な把握であると考える。

本検討会が、県教育委員会に行った聴き取りでは、再調査報告書を踏

まえて、重大事態が発生した際に何を強調して学校に伝えているか、基

本調査等を含めたいじめの調査について管理職向けに具体的にどのよう

な研修を行っているか、ガイドラインにある内容を実現するために何が

必要だと考えているか、ガイドラインにある内容の実現がうまく行かな

かった時にそのことをどのように把握する仕組みを整えているか等につ

いて確認を行った。そこでは、校長研修会や教頭研修会において再調査

報告書を活用した研修を必ず全ての学校で行うことを特に強調して伝え

ていること、学校や県教育委員会の対応に問題があったこと、いじめが

あったことや生徒の状況に気づかなかったことが大きな問題であるた

め、再調査報告書を教職員全員で読み込み、どう対応するのかというこ

とについて学校で研修を行うよう伝えていることなどが確認された。

また、その研修の方式も、必ず起こりうることであるため、起こった

際にどうするかのシミュレーションを各学校で行うように強調して伝え

ていると述べられた。

また、当該高校では再調査報告書を使用して確認を行う研修がなされ
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たことが確認された。しかし、県下の教職員がどれほど認知・認識して

いるか、それらを踏まえた具体的な取り組みとして実際に何を行ってい

るかについては本検討会では詳細に把握することが適わなかったため、

継続的に調査・検証を行うことを求める。そして、それらが、先に述べ

た認知件数や調査等の件数の推移とどのように関連していくのかを分析

することも必要であると考える。

４．常設の検証体制の確立

いじめの防止等のための対策は、実効的に行われる必要があり、何ら

かの常設的な検証体制が望まれるところである。その中で、これまで述

べてきた取り組みについて検証し、その見直しを積み重ねていくことが

必要であると考える。

そこで、この検証を客観的に行う体制について提言する。

（１）現状

現在、県教育委員会においては、法第１４条第１項の規定に基づき、

いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、いじめ問

題対策連絡協議会を設置しており、年２回程度会議が開催されている。

主に、この協議会においては、県教育委員会をはじめ、関係機関・

団体におけるいじめの防止等のための対策などについての報告や意見

交換などが行われているところである。

（２）法の規定

法第１４条第３項においては、教育委員会といじめ問題対策連絡協

議会との円滑な連携の下に、地方いじめ防止基本方針に基づく地域に

おけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにするため必

要があるときは、教育委員会に附属機関として必要な組織を置くこと

ができるものとされている。

国の基本方針によると、この附属機関の機能については、例えば、

「教育委員会の諮問に応じ、地方いじめ防止基本方針に基づくいじめ

の防止等のための調査研究等、有効な対策を検討するため専門的知見

からの審議を行う」ことなどが挙げられており、「各地方公共団体が

それぞれ定める地方いじめ防止基本方針における対策の内容に応じ

て、附属機関の機能も地方公共団体ごとに異なる。」とされている。

平成２５年の法制定時の附帯決議では、「本法に基づき設けられる
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いじめの防止等のための対策を担う附属機関その他の組織において

は、適切にいじめの問題に対処する観点から、専門的な知識及び経験

を有する第三者等の参加を図り、公平性・中立性が確保されるよう努

めること」とされている。

なお、県教育委員会には、現時点において、この附属機関は設置さ

れていない。

（３）常設の検証体制の確立

県教育委員会のいじめの防止等のための対策が、実効的に行われる

ことを担保するため、検証機能を有する常設の機関を設置することを

求める。

設置の形態としては、例えば、他自治体の事例（福岡県、熊本県、

兵庫県加古川市など）を参考にした場合、地方自治法上の附属機関と

することで、議会の監視機能を働かせることができると考える。

また、「第３ 調査委員会の調査体制や調査方法等の検証を踏まえ

た調査のあり方」において述べた、「調査委員会の常設化」とあわせ

て考えた場合、調査委員会と検証委員会を個別に設置する形をとるか、

両委員会を包括した調査検証委員会を設置し、その中の部会として調

査部会と検証部会を構成する形をとるかなど、その設置の方法や構成

については、他の自治体の事例を参考にして検討することを強く求め

る。

附属機関の構成員としては、（教育行政や生徒指導などに関する）

学識経験者、法律、心理、福祉等の専門的な知識及び経験を有する第

三者とし、職能団体や大学、学会からの推薦等により公平性・中立性

が確保されるよう努めることを求める。なお、附属機関において必要

があると認めるときは、過去に生じた重大事態の当事者や関係者をは

じめ、委員以外の関係者から意見や話を聴くことができるような仕組

みも検討する必要があると考える。その中では、委員が心理学や法律、

社会調査法やいじめ研究等の専門家から専門的なレクチャーを受ける

ことができる機会を設けることも求める。

（４）検証を求める事項

検証に当たっては、先に述べたいじめの防止等のための対策の検証

において示した内容を基本に、再調査報告書及び本提言の具体的な内

容が実際にどのように実行されているかという観点も含め、いじめ防
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止等のための対策全般の取組状況や教育委員会及び学校現場の認識に

ついて検証がなされることを求める。その際、過去の事例において生

じた問題の原因の分析と、それを防ぐために具体的に現在はどのよう

な対策を行っているかについて、教育委員会による分析と報告も踏ま

えた検証がなされることを求める。

また、その検証結果を踏まえた対策の改善とその検証が継続的に進

められていくことを求める。特に次の事項については継続的な検証と

改善が実施されることを求める。

① 再調査報告書ならびに本提言の内容も踏まえて、法令、ガイドラ

イン、指針に基づき、管理職・教員研修等において具体的にどのよ

うな内容が扱われているか

② 再調査報告書ならびに本提言の内容も踏まえて、法令、ガイドラ

イン、指針に基づき、再発防止策が、どのように具体化され実施さ

れているか

③ 児童生徒のいじめ理解と学校生活の実態がどのような状態にある

かと、それを把握するためのツールがどの程度有効に機能している

か

重大事態そのものの件数が減っていくことが一番よいことではある

が、いじめの認知件数等にあらわれた数字が仮に増えていたとしても、

いじめ防止等のための対策で具体的な変化がどのように出ているのか

ということや、どのような対応が取れるようになっているのかという

ことが把握できていれば、それは将来的には必ず防止に繋がっていく

と考えられる。一時的な数値の増減のみにとらわれない、長期的な視

点と複眼的な視点をもった継続的な検証の必要性を提言する。
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（附言）再調査委員会報告後の県教育委員会及び学校の家族への説明について

本検討会では、再調査委員会の調査結果や提言に基づき再発防止策等

について検討を行ってきた。検討会では、所掌事務に沿って「第１」か

ら「第４」に渡って再発防止策等を具体化するうえで必要と判断し実施

した直接の聴き取りや資料収集等に基づき、網羅的に提言を行うのでは

なく、特に力点を置くべき再発防止策等について提言を行った。

しかし、当該事案については、再調査報告書が提出された以降も家族

と県教育委員会の間で再調査報告書の内容の受け止め方やその説明のあ

り方等をめぐって問題が継続している。再調査委員会報告後の対応に関

しては、所掌事務の対象外と思われ、本提言に含めることはしなかった

が、再調査報告書が提出された以降の家族への説明のあり方についても、

当該事案から真摯に学び、再発防止策等の実現につなげていくにあたり、

本検討会としての見解について述べる必要があると判断したため、以下、

附言としてまとめる。

１ 法２８条第２項では、学校の設置者又はその設置する学校は、同条第

１項の規定による調査（以下「原調査」という。）を行ったときは、当

該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該重大事

態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとされてい

る。

また、国の基本方針においては、原調査について、学校の設置者又は

その設置する学校は、いじめを受けた児童生徒やその保護者に対して、

事実関係等その他の必要な情報を提供する責任を有することを踏まえ、

調査により明らかになった事実関係について、いじめを受けた児童生徒

やその保護者に対して説明することとされており、ガイドラインにおい

ても、被害児童生徒・保護者に対して調査に係る情報提供及び調査結果

の説明を適切に行うことは、学校の設置者又は学校の法律上の義務とさ

れている。

したがって、調査委員会が調査を終え報告書を提出したときは、県教

育委員会及び学校は、当該報告書を踏まえて被害児童生徒や保護者に対

して調査結果の説明を適切に行う必要がある。

この点、当該事案においては、再調査委員会が調査を終えた直後に、

家族に対して直接、再調査報告書の内容を詳細に説明している。

しかし、このような再調査委員会による説明がなされているとしても、

調査結果を踏まえた上でのいじめや自死に関する県教育委員会や学校側
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の受け止めや、調査において指摘された県教育委員会や学校の問題点に

ついての考え、さらには調査結果を踏まえての今後の対応等については、

県教育委員会や学校自身が説明する必要がある。

２ 当該事案においては、平成３１年３月２７日に再調査委員会が調査結

果を知事に報告・公表しており、同日に再調査委員会から家族への調査

結果の説明がなされているが、県教育委員会が家族と面会したのは、そ

の２か月後の令和元年５月１７日である。

その面会においては、教育長が家族に対して、重大事態を防ぐことが

できなかったことや再調査報告書で指摘された問題点に関して謝罪をし

たに留まり、県教育委員会として主体的に家族に説明を行ったとは言い

難い内容であった。

次に、同年９月４日に、再度県教育委員会と家族との面会があったが、

県教育委員会は家族に対して、検証作業を進めていくことを第一に考え

ており、その過程で原調査委員会の報告と再調査委員会の報告がなぜ異

なるものになったのかを検証している旨の説明をし、再調査報告書に関

する説明やその後の取り組み等についてはほとんど説明がなされなかっ

た。

その後も家族からは、県教育委員会や学校に対して説明の機会を設け

るよう繰り返し要望がなされたが、県教育委員会側は、再調査委員会の

報告書で指摘されていることについて、学校あるいは県教育委員会とし

てどのように対応すべきであったのかの検証が必要と考えており、その

検証結果について本検討会に報告した際の意見を踏まえて検討した結果

を取りまとめ次第、速やかに家族に説明したいとの姿勢を示した。

それに対して、本検討会は、県教育委員会は、本検討会の結論を待つ

ことや、改めて検証結果について検討会の承認を得るということを行わ

ずに、家族への説明を行うべきと考えており、速やかに説明をされるこ

とを期待していると、令和２年１０月４日開催の第９回検討会の場で表

明した。

かかる経過を経て、令和３年１月２２日に、県教育委員会から家族に

対して、再調査報告書を踏まえた県教育委員会の受け止めと、指摘され

た問題点に対する対応に関しての一定の説明がようやくなされたもの

の、県教育委員会の説明に先立って当時の教職員や県教育委員会職員か

らの説明が、県代理人と家族代理人からの質問に回答するという形で行

われた。そのため、当時の教職員や県教育委員会職員の説明は、あたか
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も裁判等における証人尋問のような状況となり、さらには一部の当時の

教職員は、家族にとっては、再調査報告書で認定した事実と異なる内容

を回答・説明したと受け止められるような事態に陥っている。

３ 上記のような経緯からすれば、当該事案において再調査委員会報告後

に期待されている県教育委員会による説明は、２年近く経過した令和３

年１月２２日までなされなかったと評価せざるを得ず、法や国の基本方

針等に反する対応が続いていたと言わざるを得ない。

また、県教育委員会は、原調査委員会の報告と再調査委員会の報告と

が異なる理由を検証していると説明しているが、そのような検証を行う

ことは県教育委員会に求められていないし、またなすべきでもない。そ

もそも法が再調査に関する規定をおいた趣旨や、当該事案においては、

再調査の調査対象として、いじめの有無及び自死に与えた影響が調査対

象とされ、原調査を踏まえて再調査がなされていることから考えれば、

再調査の結果が原調査の結果に当然優先するのであって、県教育委員会

としては、再調査の結果にしたがった対応や検証をすれば足りる。

また、県教育委員会には専門家が入った調査委員会の判断過程や結論

の是非を検証する立場にないのである。

にもかかわらず、原調査委員会の報告と再調査委員会の報告とが異な

る理由を検証するというのは、法や国の基本方針に反する対応と言わざ

るを得ないし、当時の教職員本人の回答や説明の中であるとはいえ、家

族に対する説明の中で再調査報告書と異なる事実関係を説明したと家族

側に受け止められてしまっている。

そもそも法の趣旨や国の基本方針等からすれば、専門家の入った調査

委員会の調査によって県教育委員会として事実関係の調査は終わってい

る。その結果ができているにもかかわらず、事実関係の調査を継続する

ような形で当時の教職員等に確認したりすることは、専門家が実施した

調査の意味を無に帰すものとなる。その意味でも、家族に対する説明は

基本調査や詳細調査の結果が出た時点で県教育委員会が主体となって責

任をもって詳細に行うべきであり、謝罪や説明の場を設けることを越え

て、当時の教職員等個々に直接事実関係を家族が改めて確認し直したり

教育委員会が個々の教職員等に説明させたりするような機会を設けるこ

とは避けるべきであり、本事案のように家族がそのような要求をしなけ

ればならなくなるような事態は避けられるべきである。そのような事態

に至ることがないよう、基本調査、詳細調査の時点において、再調査報
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告書ならびに本提言の指摘を厳に受けとめ、再発防止のための取り組み

を徹底することを本検討会としては求める。
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参 考 資 料





Ⅰ いじめ再調査に係る再発防止策等検討会について

１ 目 的
鹿児島県いじめ再調査委員会の調査報告書（以下「再調査報告書」とい

う。）を踏まえた再発防止策等を検討するため、有識者等から成る検討会

（以下「検討会」という。）を設置する。

２ 所掌事務
検討会は、再調査報告書を踏まえ、次に掲げる事項を検討する。

(1) いじめの防止等のための対策
(2) 重大事態の発生防止策及び重大事態が発生した後の学校等の対応
(3) いじめ調査委員会の調査体制や調査方法等の検証を踏まえた調査のあ
り方

(4) いじめの防止等のための対策の今後の検証の方法

３ 委 員
教育、法律分野の有識者４名 （敬称略）
分 野 氏 名 所 属 等 役 職
教 育 河内 祥子 福岡教育大学教育学部教授 副会長

髙谷 哲也 鹿児島大学教育学部准教授 会長
法 律 甲木 真哉 弁護士（福岡県弁護士会）

小山 献 弁護士（鹿児島県弁護士会）

４ 組 織 等
・ 検討会については、大綱の策定、教育条件の整備等重点的に講ずべき
施策、緊急の場合に講ずべき措置について協議・調整を行う「鹿児島県

総合教育会議」（※）の下に設置する。

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第１条の４
５ 総合教育会議は、第１項の協議を行うに当たって必要があると認
めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき
事項に関して意見を聴くことができる。

・ 検討会で取りまとめられた提言について、「総合教育会議」において、

知事と教育委員会で意見交換を行う。
・ 教育委員会は、提言を踏まえた再発防止策を実行する。

※ 鹿児島県総合教育会議（概要）
 設置根拠：地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の４
 構 成 員：知事、教育委員会
 会 議：知事が招集（座長）、原則公開
 協議・調整事項
① 教育大綱の策定
② 教育の条件など重点的に講ずべき施策
③ 児童、生徒等の生命・身体の保護等緊急の場合に講ずべき措置

 事 務 局：総務部学事法制課

- 45 -



いじめ再調査に係る再発防止策等検討会設置要領

（目的）
第１条 鹿児島県いじめ再調査委員会の調査報告書（以下「再調査報告書」という。）を
踏まえた再発防止策等を検討するため，有識者等から成る検討会（以下，「検討会」と
いう。）を設置する。

（所掌事務）
第２条 検討会は，再調査報告書を踏まえ，次に掲げる事項を検討する。
(1) いじめの防止等のための対策
(2) 重大事態の発生防止策及び重大事態が発生した後の学校等の対応
(3) いじめ調査委員会の調査体制や調査方法等の検証を踏まえた調査のあり方
(4) いじめの防止等のための対策の今後の検証の方法

（組織）
第３条 検討会は，委員４人以内で組織する。
２ 委員は，いじめの防止等に関する調査審議を行うために必要な知識経験を有する者の
うちから，知事が委嘱する。

（任期）
第４条 委員の任期は，第２条に掲げる事項の検討が終了する日までとする。

（役員）
第５条 検討会に会長を置き，委員の互選により定める。
２ 会長は，会務を総理し，検討会を代表する。
３ 検討会に会長を補佐するため副会長を置く。
４ 副会長は，会長が指名する。
５ 副会長は，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，その職務を代理する。

（会議）
第６条 検討会の会議（以下，この条において「会議」という。）は，会長が招集する。
２ 会議は，委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
３ 会長は，会議の議長となり，議事を整理する。
４ 会議の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するとこ
ろによる。

（資料提出その他の協力）
第７条 検討会は，適当と認める者に対して会議への出席を求め，資料の提出，意見の開
陳，説明その他の必要な協力を求めることができる。

（会議の公開）
第８条 会議は，非公開の議決をした場合を除き，公開とする。

（議事録の作成）
第９条 検討会を開催したときは，開催日時及び場所，出席した委員の氏名，議事の項目
その他必要な事項を記載した議事録を作成するものとする。
２ 議事録は，当該会議に出席した委員の確認を得て作成する。

（庶務）
第10条 検討会の庶務は，総務部において処理する。

（雑則)
第11条 この要領に定めるもののほか，検討会の運営に関し必要な事項は，会長が検討会
に諮って定める。

附則
この要領は，令和元年11月１日から施行する。

- 46 -



Ⅱ 本検討会の検討経緯及び検討概要

１ 本検討会開催日

月 日 回 数 主 な 議 事 等

令 11月10日 第１回 ・再調査報告書の概要説明

和 ・県いじめ防止基本方針等（県教育委員会）

元 ・今後の進め方についての検討

年 12月23日 第２回 ・学校におけるいじめ防止等に関する事業等

（県教育委員会）

１月12日 第３回 ・外部有識者による講話

・いじめ調査に関する検証結果報告（県教育

委員会）

２月17日 第４回 ・いじめ防止子どもサミット結果（県教育委

令 員会）

和 ・聴き取りの方法等

２ ４月24日 第５回 ・項目の整理

年 ５月22日 第６回 ・聴き取りについての確認

６月28日 第７回 ・聴き取りに必要な事項等の検討

７月17日 第８回 ・聴き取りに必要な事項等の検討

・具体的な聴き取り内容等の検討

10月４日 第９回 ・これまで行った聴き取り状況の説明

・県教育委員会の家族への説明に対する検討

会の考えの表明

10月25日 第10回 ・聴き取り結果を踏まえた検討項目の整理

11月15日 第11回 ・提言（案）作成に向けた項目の検討

12月21日 第12回 ・提言（骨子）の検討

令 １月６日 第13回 ・提言（たたき台案）の検討

和 １月27日 第14回 ・提言（たたき台案）の検討

３ ２月21日 第15回 ・提言（たたき台案）の検討

年 ３月11日 第16回 ・提言（素案）の検討

３月29日 第17回 ・提言（案）の検討、決定
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２ 検討概要

（１）検討に当たっての資料

本検討会は、再調査報告書を踏まえた再発防止策等を検討すること

としていることから、再調査委員会が行った調査や資料を、一部、検

討のための参考資料とした。

本検討会では、再調査報告書で認定された事実を基本としつつ、以

下にあるとおり、聴き取りやアンケートを実施し、それらで得られた

情報をもとに、提言を作成した。

あわせて、原調査委員会が行った調査や資料についても、一部、検

討のための参考資料とした。

また、県教育委員会の、現在取り組んでいるいじめ防止等に関する

事業や、重大事態発生時の体制等についての資料も、検討のための参

考資料とした。

（２）聴き取り

本検討会では、再発防止策等の検討を具体的にまとめていくに当た

り、実効ある提言とするため、直接聴き取りを行う必要があると判断

し聴き取りへの協力が得られた当該事案の家族とその代理人、県教育

委員会関係者６名、当該高校の関係者２名、現役の中・高校生の子ど

もたち１７名に対し、非公開で聴き取りを行った。（複数回実施した

対象者あり。）

また、再調査委員会や原調査委員会において行った聴き取り調査の

結果についても、検討のための参考資料とした。

（３）アンケート

いじめ問題に関心のある現役の中・高校生の子どもたちに対し、

（２）の聴き取りと同内容の自由記述式のアンケートを非公開を前提

として行い、２４名からの回答があった。

なお、（２）の聴き取りを行った子どもたちに対しても、聴き取り

とあわせてアンケートへの回答を得た。（上記２４名に含む）

（４）外部有識者の講話

本検討会で検討を行うに当たり、「鹿児島県のいじめ防止策の再構

築のために」と題して、外部有識者による講話を受けた。

外部有識者の職・氏名 講話開催日

京都精華大学人文学部 令和２年１月12日（日）

教授 住友 剛 （第３回検討会）
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（資料）
　鹿児島県いじめ再調査委員会　調査報告書（抜粋）
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